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令和９年度（2027年度）八王子市立小・中・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書の採択事務について 

 

１ 報告趣旨 

 令和９年度（2027年度）に八王子市立小・中・義務教育学校特別支援学級において使用する教科用図書（以下「教科

書」という。）の採択事務について報告する。 

 

２ 報告内容 

（１）教科書採択について 

ア 特別支援学級において使用する教科書については、「八王子市立小・中・義務教育学校特別支援学級使用教科  

用図書採択要綱（以下「要綱」という。）」（別紙１）に基づき採択する。 

イ 教科書を採択する権限は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 21条第６号の規定により、八王子市教 

  育委員会に属する。 

 

（２）採択の時期 

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令第 14条の定めるところにより、令和８年（2026年） 

８月 31日までに行う。 

 

 

 

 



（３）採択の方法 

要綱（別紙１）に基づき、教育委員会は「八王子市立小・中・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書採択にお 

ける教科用図書選定資料作成委員会の設置に関する要項」（別紙２）に基づき設置した教科用図書選定資料作成委員 

会の報告を参考にしながら、採択する。  

 

３ その他 

 事務の流れについては、「令和９年度（2027 年度）八王子市立小・中・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書採

択に係る事務の流れ」（別紙３）のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


